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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ローバッテリー障害が検知されるまでの期間を
含めて警報器の動作期間を延ばすことのできるパワーセ
ーブ動作を可能とする。
【解決手段】警報器は、監視領域の異状を検知して異状
警報を出力する第１機能、電池電源の電圧低下を検知し
て電池電圧低下警報を出力する第２機能、第１及び第２
機能以外の第３機能を備える。警報器動作期間を少なく
とも前期と後期に分け、前期においては第１乃至第３機
能の全てを動作し、後期においては第３機能を停止する
と共に第１機能と第２機能を動作する。また警報器動作
期間を前期、中期、後期に分け、前期と後期は同じある
が、中期においては第３機能の一部を停止すると共に第
１機能と第２機能を動作しても良い。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電池電源で動作し、
　監視領域の異状を検知して異状警報を出力する第１機能と、
　前記電池電源の電圧低下を検知して電池電圧低下警報を出力する第２機能と、
　前記第１及び第２機能以外の第３機能と
を備えた警報器に於いて、
　警報器動作期間を少なくとも前期と後期に分け、前期においては前記第１乃至第３機能
の全てを動作し、後期においては前記第３機能を停止すると共に前記第１機能と第２機能
を動作することを特徴とする警報器。
【請求項２】
　請求項１記載の警報器に於いて、
　警報器動作期間を前期、中期、及び後期に分け、
　前期においては前記第１乃至第３機能の全てを動作し、
　中期においては前記第３機能の一部を停止すると共に前記第１機能と第２機能を動作し
、
　後期においては前記第３機能を全て停止すると共に前記第１機能と第２機能を動作する
ことを特徴とする警報器。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の警報器に於いて、前記第３機能は、
　点検操作を検知した場合に所定の点検動作を行って点検結果を報知する点検機能と、
　所定の周期毎に、センサ部及び回路部の自動試験を行い、障害を検知して報知する障害
監視機能と、
　センサ部から出力する検出信号を補正する補正機能と、
　異状を検知した場合に外部に移報信号を出力する移報機能と、
を含むことを特徴とする警報器。
【請求項４】
　請求項３記載の警報器に於いて、前記第３機能は、更に、異状を検知した場合に他の警
報器へ異状連動信号を無線送信する無線連動機能を含むことを特徴とする警報器。
【請求項５】
　請求項１又は２記載の警報器に於いて、前期警報器動作期間の前期に対し、中期及び後
期はそれより短い期間となるように分けることを特徴とする警報器。
【請求項６】
　請求項１又は２記載の警報器に於いて、前記警報器動作期間を、
　電源投入からの経過期間、
　前記電池電源の電圧低下、
　警報出力の回数、
　点検操作の回数、
　センサ部からの検出信号の補正の度合い、及び又は
　所定の気温変動の回数、
に基づいて分けることを特徴とする警報器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池電源で動作し、火災等の異状を検知して警報を出力する警報器に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、住宅等における火災やガス漏れなどの異状を検知して警報する警報器が普及して
いる。このうち、住宅用火災警報器を住警器と云う。
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【０００３】
　このような住警器にあっては、センサ部と警報部を一体に備え、センサ部の検出信号か
ら火災を検知すると警報部から火災警報音を出力するようにしており、火災受信機のよう
な受信設備等を必要とせず住警器単体で火災監視と警報ができることから、設置が簡単で
コスト的にも安価であり、一般住宅での設置義務化に伴い広く普及している。
【０００４】
　また、複数の住警器間で相互に通信を行うことによって、任意の住警器で火災警報音が
出力されると、他の住警器でも連動して火災警報音が出力されるようにした無線式連動型
の住警器システムも実用化され、普及している（特許文献１）。
【０００５】
　また、住警器は電池電源で動作しており、１０年を超える電池寿命を保証している。電
池が消耗して電池電圧が所定電圧以下になるとローバッテリー障害を検知し、電池交換を
促すローバッテリー障害警報（電池電圧低下警報）を音声と表示で出すようにしている。
【０００６】
　ローバッテリー障害警報は、例えば電池電圧の低下を検知した時に「ピッ　電池切れで
す」を３回出力し、同時に、警報音に同期してＬＥＤ２２を点滅する。その後は、定期鳴
動として例えば１時間毎に「ピッ　電池切れです」といった警報音を出力する。また警報
停止スイッチ２０により点検操作（テスト操作）を行ったとき「ピッ　電池切れです」を
１回出力し、同時にＬＥＤ２２を点滅させる。
【０００７】
　このようにローバッテリー障害を検知した場合、電池が切れるまでの寿命を可能な限り
延ばすため、電池電圧低下を検知する電池負荷試験の停止、連動型住警器にあっては、送
信動作や中継動作の停止による連動停止、間欠受信周期の拡張や送信時間の短縮、受信動
作の停止などのパワーセーブ動作を行っている（特許文献２～５）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００９－１４０２３６号公報
【特許文献２】特開２０１０－０７９８７６号公報
【特許文献３】特開２０１１－０３４３７２号公報
【特許文献４】特開２０１０－２６７２９４号公報
【特許文献５】特開２０１１－０４４１７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、このような従来の住警器にあっては、電池電圧低下からローバッテリー
障害を検知した場合にパワーセーブ動作を行っており、この段階でパワーセーブ動作を開
始しても、電池容量はかなり低下した状態にあり、電池寿命は電池交換に必要な十分な期
間、例えば旅行等による長期不在を考慮して、最大でも１カ月程度延びるにすぎず、全体
的にみた警報器の動作期間を十分に延ばすには至っていないという課題がある。
【００１０】
　本発明は、ローバッテリー障害が検知されるまでの期間を含めて警報器動作期間を延ば
すことのできるパワーセーブ動作を可能とする警報器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
（基本的な構成）
　本発明は、
　電池電源で動作し、
　監視領域の異状を検知して異状警報を出力する第１機能と、
　電池電源の電圧低下を検知して電池電圧低下警報を出力する第２機能と、
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　第１及び第２機能以外の第３機能と
を備えた警報器に於いて、
　警報器動作期間を少なくとも前期と後期に分け、前期においては第１乃至第３機能の全
てを動作し、後期においては第３機能を停止すると共に第１機能と第２機能を動作するこ
とを特徴とする。
【００１２】
（初期、中期、後期に分割）
　警報器動作期間を前期、中期、及び後期に分け、
　前期においては第１乃至第３機能の全てを動作し、
　中期においては第３機能の一部を停止すると共に第１機能と第２機能を動作し、
　後期においては第３機能を全て停止すると共に第１機能と第２機能を動作する。
【００１３】
（スタンドアロン型の警報器）
　警報器の第３機能は、
　点検操作を検知した場合に所定の点検動作を行って点検結果を報知する点検機能と、
　所定の周期毎に、センサ部及び回路部の自動試験を行い、障害を検知して報知する障害
監視機能と、
　センサ部から出力する検出信号を補正する補正機能と、
　異状を検知した場合に外部に移報信号を出力する移報機能と、
を含む。
【００１４】
（無線連動型の警報器）
　警報器の第３機能は、更に、異状を検知した場合に他の警報器へ異状連動信号を無線送
信する無線連動機能を含む。
【００１５】
（期間の長短）
　警報器動作期間の前期に対し、中期及び後期はそれより短い期間となるように分ける。
【００１６】
（期間の分け方）
　警報器動作期間を、
　電源投入からの経過期間、
　電池電源の電圧低下、
　警報出力の回数、
　点検操作の回数、
　センサ部からの検出信号の補正の度合い、及び又は
　所定の気温変動の回数（例えば極端な気温低下の回数）、
に基づいて分ける。
【発明の効果】
【００１７】
（基本的な効果）
　本発明の警報器によれば、警報器は、監視領域の異状を検知して異状警報を出力する第
１機能、電池電源の電圧低下を検知して電池電圧低下警報を出力する第２機能、第１及び
第２機能以外の第３機能を備えており、警報器動作期間を少なくとも前期と後期に分け、
前期においては第１乃至第３機能の全てを動作し、後期においては第３機能を停止すると
共に第１機能と第２機能を動作するようにしたため、電池電圧が所定電圧以下に低下して
ローバッテリー障害が出る前の後期においては第３機能を停止することで、電池電源の消
費電流がその分低下してローバッテリー障害を検知するまでの期間を十分に延ばすことが
可能となる。
【００１８】
　また警報器動作期間の後期において第３機能を停止しても、警報器として必要な警報器
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は、監視領域の異状を検知して異状警報を出力する第１機能と、電池電源の電圧低下を検
知して電池電圧低下警報を出力する第２機能は動作しており、異状監視機能やローバッテ
リー障害監視機能が損なわれることはない。
【００１９】
（前期、中期、後期に分ける効果）
　また警報器動作期間を前期、中期、後期に分けた場合には、中期においては第３機能の
一部を停止することになるため、後期における第３機能の全ての機能の停止と併せ、ロー
バッテリー障害を検知するまでの期間を更に延ばすことが可能となる。
【００２０】
（期間の長短による効果）
　警報器動作期間の前期に対し、中期及び後期はそれより短い期間となるように分けるこ
とで、パワーセーブ動作のために警報器の機能を縮退する期間が長くなりすぎないように
して、可能な限り警報器本来の機能を維持することを可能とする。
【００２１】
（期間の分け方による効果）
　警報器動作期間の分け方は、電池電源の電圧低下、警報出力の回数、点検操作の回数、
センサ部からの検出信号の補正の度合、及び又は、所定の気温変動の回数（例えば極端な
気温低下の回数）等に基づいて分ける。この場合の分け方は、いずれも電池電源の消耗の
度合いを示す指標に基づいており、より適切にパワーセーブを行う後期又は中期と後期の
期間を設定することを可能とする。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】無線連動型の住警器の実施形態を示したブロック図
【図２】警報器動作期間を前期と後期に分けた場合の機能と動作の関係を示した説明図
【図３】警報器動作期間を前期、中期、後期に分けた場合の機能と動作の関係を示した説
明図
【図４】スタンドアロン型の住警器の実施形態を示したブロック図
【発明を実施するための形態】
【００２３】
［住警器の構成］
　図１は本発明による警報器の一例として無線連動型の住警器の実施形態を示したブロッ
ク図である。
【００２４】
　図１において、住警器１０は、警報制御部１２、アンテナ１６を接続した無線通信部１
４、移報部１８、センサ部２０、報知部２２、及び操作部２４を備え、電池電源２６から
電源供給を受けて動作する。警報制御部１２はＣＰＵ、メモリ、各種の入出力ポート等を
備えたコンピュータ回路またはワイヤードロジッ、他の住警器との間で所定の無線通信プ
ロトコルに従って連動信号を送受信する。連動信号は、送信元を示す送信元符号、連動グ
ループを示すグループ符号、火災などの事象を示す事象符号を含む形式とする。
【００２５】
　無線通信プロトコルは、日本国内の場合には、例えば４００ＭＨｚ帯の特定小電力無線
局の標準規格として知られたＳＴＤ－３０（小電力セキュリティシステム無線局の無線設
備標準規格）またはＳＴＤ－Ｔ６７（特定小電力無線局テレメータ用、テレコントロール
用及びデータ伝送用無線設備の標準規格）に準拠する。
【００２６】
　センサ部２０は、例えば散乱光式の煙検出機構によって煙を検出して煙濃度に応じた煙
検出信号を出力する。警報制御部１２はこれに基づき火災を検知する。なお、センサ部２
０にサーミスタ等の温度検出素子を設け、温度検出信号を警報制御部１２へ出力して、こ
れに基づき火災を検知するようにしても良い。もちろん、他の素子により他の物理現象を
検出し、これに基づき火災を検知するようにしても良い。
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【００２７】
　報知部２２は、例えばスピーカ、ＬＥＤ及びそれぞれの駆動回路を備え、必要に応じて
、警報制御部１２の指示によりスピーカから警報音を出力すると共に、ＬＥＤにより警報
表示を行う。操作部２４は警報音及び又は警報表示を停止するための操作を受け付ける警
報停止スイッチを備える。
【００２８】
［警報器の制御機能］
（制御機能の概略）
　警報制御部１２は、ＣＰＵによるプログラムの実行により実現する機能であり、次の機
能を備える。なお、括弧内に、請求項１の第１乃至第３機能との対応を示す。
（１）監視領域の火災を検知して火災警報を出力する火災監視警報出力機能（第１機能）
（２）電池電源２６の電圧低下を検知してローバッテリー障害警報（電池電圧低下警報）
を出力するローバッテリー監視機能（第２機能）
（３）センサ部２０及び各回路部の自動試験を行い、障害を検知して報知する障害監視機
能（第３機能）
（４）操作部２４による点検操作を検知した場合に所定の点検動作を行って点検結果を報
知する点検機能（第３機能）
（５）センサ部２０から出力する検出信号を補正するセンサ補正機能（第３機能）
（６）火災を検知した場合に移報部１８から移報信号を出力する移報出力機能（第３機能
）
（７）火災、火災復旧、警報停止操作などを検知した場合に、他の警報器へ対応する連動
信号を無線送信して連動動作を行わせる無線連動機能（第３機能）
【００２９】
　このような機能を更に詳細に説明すると次のようになる。なお、無線連動機能は他の機
能と併せて説明する。
【００３０】
（火災監視警報出力機能）
　警報制御部１２は、センサ部２０からの煙検出信号に基づき火災を検知した場合に、報
知部２２から連動元を示す火災警報音を出力すると共に、連動元を示す火災警報表示を行
わせる制御を行い、更に、火災連動信号を無線通信部１４から他の住警器へ送信させる制
御を行い、当該火災連動信号を受信した他の住警器で連動先を示す火災警報音出力と警報
表示を行わせる。
【００３１】
　また警報制御部１２は、無線通信部１４により他の住警器が送信した火災連動信号の有
効受信を検知した場合に、報知部２２から連動先を示す火災警報音を出力させると共に連
動先を示す警報表示を行わせる制御を行う。
【００３２】
　また警報制御部１２は、火災警報の出力中に火災復旧又は操作部２４による警報停止操
作を検知した場合、報知部２２からの連動元を示す火災警報音出力と警報表示を停止させ
る制御を行うと共に、火災復旧連動信号又は警報停止連動信号を無線通信部１４から他の
住警器へ送信させる制御を行い、当該火災復旧連動信号又は警報停止連動信号を受信した
他の住警器で、連動先を示す火災警報音出力と警報表示を停止させる。
【００３３】
　なお、「連動信号の有効受信を検知」とは、受信した連動信号に含まれるグループ符号
が、自己のメモリに予め登録された自己グループ符号に一致して自己に宛てた連動信号と
認識し、更に、信号内容としても異状が無いことを認識したことを意味する。以下、この
ような有効受信を含め、単に受信ということがある。
【００３４】
（ローバッテリー監視機能）
　警報制御部１２は、電池電源２６から供給される電源電圧が所定の閾値電圧以下に低下
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するローバッテリー障害を監視する制御を行う。警報制御部１２は、所定の周期、例えば
４時間周期で電池電源２６から供給される電源電圧を読み込んで閾値電圧と比較し、この
閾値電圧以下となった場合にローバッテリー障害を予備検知してメモリにカウント記憶し
ておき、更にローバッテリー障害の予備検知が連続して所定回数続いた場合にローバッテ
リー障害を検知（確定）し、メモリに記憶する。
【００３５】
　また警報制御部１２は、ローバッテリー障害を検知した場合、報知部２２から定期的に
ローバッテリー障害警報を出力する制御を行う共に、無線通信部１４から他の警報器へ対
応する連動信号を送信する制御を行う。
【００３６】
（障害監視機能）
　警報制御部１２は、センサ部２０の障害を監視するセンサ障害監視機能を備える。例え
ば、警報制御部１２は、所定の時間間隔、例えば１秒間隔でセンサ部２０の検煙部から出
力される煙検知信号を読み込んでメモリに検知データとして保持し、所定の時間間隔、例
えば１０分毎に、メモリに保持している直近１０分間ぶんの検知データの平均値を求め、
この平均値が所定の基準レベル（検煙部に煙の流入が無い状態の検出信号レベルであり、
零点レベルという）を下回った場合に、出力停止状態である等としてセンサ部２０の障害
を検知し、メモリに記憶する。
【００３７】
　また警報制御部１２は、センサ障害を検知した場合、警報部２２から定期的に障害警報
を出力させると共に、無線通信部１４から他の警報器へ対応する連動信号を送信させる制
御を行う。このような障害監視は、センサ部２０以外の回路部についても必要に応じて行
う。
【００３８】
（点検機能）
　警報制御部１２は、通常状態で点検スイッチとして機能する操作部１６に設けた警報停
止スイッチの操作による点検操作（点検指示入力）を検知した場合、メモリにローバッテ
リー障害又はセンサ障害が記憶されていることを検知した場合には、報知部２２からロー
バッテリー障害警報又はセンサ障害警報を出力させる制御を行い、更に、ローバッテリー
障害連動信号又はセンサ障害連動信号を無線通信部１４から他の住警器に送信させる制御
を行い、センサ障害警報を出力させる。
【００３９】
　一方、警報制御部１２は、メモリにローバッテリー障害又はセンサ障害が記憶されてい
ない正常状態を検知した場合は、報知部２２により試験的な火災警報音の出力と警報表示
を行わせる制御を行い、警報器１０が正常に動作することを示す。
【００４０】
　なお、警報制御部１２は、点検操作を検知した場合に、所定の点検動作（試験動作）を
行って点検結果を報知するようにしても良い。
【００４１】
（センサ補正機能）
　警報制御部１２は、センサ部２０に設けた検煙部から出力される煙検出信号について、
検煙部に起きる汚れや内部部品の経年変化などによる信号の変化を補正する汚れ補正制御
を行う。なお、センサ部２０から出力される検出信号の補正は、使用するセンサの種別に
対応した適宜の補正を行う。
【００４２】
（移報機能）
　警報制御部１２は、火災を検知した場合に移報部１８から移報信号を出力する制御を行
う。移報部１８には必要に応じて他の機器を移報信号線により接続し、移報信号を出力す
ることで、連動動作を行わせる。
【００４３】
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（無線連動機能）
　警報制御部１２は、前述したように、火災、火災復旧、警報停止操作、ローバッテリー
障害、センサ障害を検知した場合に、無線通信部１４からそれぞれに対応した連動信号を
他の住警器に送信させる制御を行い、他の警報器で対応した連動動作を行わせる。
【００４４】
　また警報制御部１２は、定期的に定期通報信号を生成し、無線通信部１４から他の警報
器へ送信し、他の警報器から定期通報応答信号の有効受信を検知した場合に正常と判断し
、一方、定期通報応答信号が所定回数連続して有効受信できなかった場合に通信エラーを
検知して警報する通信テストの制御を行う。
【００４５】
［警報器のパワーセーブ制御］
（前期と後期に分けた制御）
　警報器１０の警報制御部１２は、警報器動作期間を例えば前期と後期に分け、前期にお
いては前述した全ての機能を動作し、後期においては第１機能となる火災監視警報出力機
能と第２機能となるローバッテリー監視機能は動作するが、それ以外の第３機能となる障
害監視機能、点検機能、センサ補正機能、移報出力機能、無線連動機能は動作を停止する
制御を行う。
【００４６】
　図２は警報制御部１２による警報器動作期間を前期と後期に分けた場合の第１乃至第３
機能の動作と動作停止を制御するパワーセーブ制御の内容を一覧でまとめて示している。
【００４７】
　このため警報器動作期間の後期においては、第３機能に含まれる機能動作が停止し、こ
の機能動作で必要とした消費電流を減少させることができ、その分、電池電源２６の消耗
を抑制し、ローバッテリー障害を検知するまでの期間を引き延ばすことができる。
【００４８】
（前期と後期の決め方）
　警報制御部１２は、警報器動作期間の前期と後期を分ける条件としては、例えば、
　電源投入からの経過期間、
　電池電源の電圧低下、
　警報出力の回数、
　点検操作の回数、
　センサ部からの検出信号の補正の度合い、及び又は
　所定の気温変動の回数、
のいずれか、又はその組み合わせに基づいて分ける。これを説明すると次のようになる。
【００４９】
（電源投入からの経過期間）
　警報制御部１２は、電池電源２６の電源投入時からの経過期間を求めており、予め設定
した所定期間が経過するまでは、前期と判断して全ての機能を動作し、所定時間が経過し
たら後期と判断して第３機能を停止する制御を行う。
【００５０】
　ここで警報器動作期間を例えば１０年と想定した場合、前期に対し後期は短い期間とな
るように期間を分ける。例えば電源投入から８～９年は前期、それ以降が後期となるよう
に、前期と後期を分ける所定期間を設定する。
【００５１】
（電池電圧の低下）
　警報制御部１２は、前述したローバッテリー障害監視機能により電池電圧を所定周期で
読み込んでおり、電池電圧は期間の経過に伴って緩やかに低下していくことから、所定の
期間経過で想定される閾値電圧を予め設定し、閾値電圧に低下するまでは、前期と判断し
て全ての機能を動作し、閾値電圧以下に低下したら後期と判断して第３機能を停止する制
御を行う。
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【００５２】
　この場合にも、警報器動作期間を例えば１０年と想定した場合、前期に対し後期は短い
期間となるように閾値電圧を設定する。例えば電源投入から概ね８～９年は前期、それ以
降が後期となるように、前期と後期を分ける閾値電圧を設定する。
【００５３】
（警報出力の回数）
　警報制御部１２は、前述した火災監視警報出力機能により火災警報を出力した回数をカ
ウントし、予め設定した所定の閾値回数未満の場合は前期と判断して全ての機能を動作し
、閾値以上となった場合は後期と判断して第３機能を停止する制御を行う。
【００５４】
　なお、警報出力は火災を検知して初めて行う機能であり、火災の発生頻度は極めて低い
ことから、警報出力の回数に基づく前期と後期の分け方ができない場合があり、他の分け
方と組み合わせる必要がある。
【００５５】
（点検操作の回数）
　警報制御部１２は、前述した点検機能により障害警報又は正常を示す火災警報を出力し
た回数をカウントし、予め設定した所定の閾値回数未満の場合は前期と判断して全ての機
能を動作し、閾値回数以上となって場合は後期と判断して第３機能を停止する制御を行う
。この場合にも、警報器動作期間の前期に対し後期は短い期間となるように閾値回数を設
定する。
【００５６】
　なお、点検操作の回数は、取扱い説明としては定期的な点検操作を推奨しているが、実
際にどの程度の頻度で点検操作が行われるかは確定できないことから、他の分け方と組み
合わせる必要がある。
【００５７】
（センサ部からの検出信号の補正の度合）
　警報制御部１２は、前述したセンサ補正機能により例えば検煙部からの煙検出信号に対
する汚れ補正の度合いが、予め設定した所定の閾値未満の場合は前期と判断して全ての機
能を動作し、閾値以上となった場合は後期と判断して第３機能を停止する制御を行う。
【００５８】
　例えば検煙部の汚れによる信号減衰に対しては、所定の補正値を加算する補正を行うが
、例えばこの補正値の増加分が補正限界となる値に達するまでは前期と判断し、補正限界
の値に達したら後期と判断する制御を行う。
【００５９】
　この場合にも、警報器動作期間の前期に対し後期は短い期間となるように補正度合いに
対する閾値を設定する。
【００６０】
（所定の気温変動の回数）
　警報制御部１２は、所定の気温変動の回数をカウントし、予め設定した所定の閾値回数
未満の場合は前期と判断して全ての機能を動作し、閾値回数以上となった場合は後期と判
断して第３機能を停止する制御を行う。所定の気温変動としては、例えば電池電源２６の
能力が著しく低下する極度の気温低下の回数をカウントとする。
【００６１】
　この場合、センサ部２０として検煙部を設けていることから、別途温度センサを設ける
必要がある。またセンサ部２０に温度センサを使用している場合は、その検出温度から判
断することになる。
【００６２】
　また、この場合にも、警報器動作期間の前期に対し後期は短い期間となるように所定の
気温変動に対する閾値回数を設定する。
【００６３】
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　なお、警報器動作期間を前期と後期に分ける条件は、これ以外にもあり、必要に応じて
適宜の条件に基づいて前期と後期に分ける判断を行っても良い。例えば、操作部１６によ
る所定の操作を検知した場合に、後期と判断するようにしても良い。
【００６４】
［前期、中期、後期に分ける実施形態］
　図３は警報器１０における警報器動作期間を、前期、中期、後期の３つの期間に分けた
場合の警報制御部１２による第１乃至第３機能の動作と動作停止を制御するパワーセーブ
制御の内容を一覧でまとめて示している。
【００６５】
　この実施形態にあっては、警報器動作期間の前期と後期については、図２と同様である
が、新たに設定した中期については、無線連動機能を停止するパワーセーブ制御を行って
いる。このように中期を設けて第３機能に含まれる一部の機能の動作を停止することで、
その分、電池電源の消費電流を低減し、後期に入って検知されるローバッテリー障害検知
までの期間を、更に引き延ばすことができる。
【００６６】
　また中期で停止する機能は、無線連動機能となるが、無線連動機能が停止しても、それ
以外の機能は前期と同じであり、後述するスタンドアロン型の警報器として同等に機能し
て火災監視を継続できる。
【００６７】
　なお、警報器動作期間を前期、中期、後期に分けるための条件は、前期と後期に分ける
前述したと同じ条件を適用する。警報器に設けた点検スイッチを操作することにより、今
がどの期間の動作モードであるかを確認できるようにしても良い。
【００６８】
［スタンドアロン型の警報器］
　図４は、本発明による警報器の他の例としてスタンドアロン型の住警器の実施形態を示
したブロック図である。
【００６９】
　図４において、スタンドアロン型の住警器１０は、警報制御部１２、移報部１８、セン
サ部２０、報知部２２、及び操作部２４を備え、電池電源２６による電源供給を受けて動
作する。これは図１の連動型の警報器１０から無線通信部１４とアンテナ１６を除き、警
報制御部１２から無線連動機能を除いた構成と同様になる。
【００７０】
　また警報制御部１２によるパワーセーブ制御は、図２の警報器動作期間を前期と後期に
分けて行う場合から第３機能の１つとなる無線連動機能を除いた制御内容と同様になる。
【００７１】
　このようなスタンドアロン型の住警器１０においても、警報器動作期間を前期と後期に
分け、後期を判断した場合に第３機能の動作を停止するパワーセーブ制御を行うことで、
ローバッテリー障害を検知するまでの期間を引き延ばすことができる。
【００７２】
［本発明の変形例］
（段階的な機能の停止）
　上記の実施形態では、後期または中期と後期で、第３機能を全て停止しているが、パワ
ーセーブ対象とする第３機能について段階的に機能を低下して最終的に停止に至るように
制御しても良い。例えば中期で１段階機能を低下し、後期で更にもう１段階機能を低下す
るか、又は停止するといったパワーセーブ制御を行っても良い。例えば無線連動機能につ
き、中期では受信機能のみを停止して送信機能は残すようする。
【００７３】
（警報器動作期間の分割数）
　上記の実施形態は、警報器動作期間を２期又は３期に分けた場合を例にとるが、必要に
応じ、４期、５期というように警報器動作期間を分けてきめ細かくパワーセーブ制御を行
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【００７４】
（警報器）
　上記の実施形態における警報システムは、異状として火災を検知して警報する住警器の
連動システムを例にとるものであったが、住警器以外の火災警報器、ガス漏れ警報器、Ｃ
Ｏ警報器、各種の防犯用警報器、地震警報器（緊急地震放送受信機など）、その他任意の
警報器を配置した警報システムやそれら各種の警報器を混在させて配置した警報システム
についても同様に適用できる。更に、これらの警報器に加え中継装置や受信装置を含むシ
ステムにも適用できる。
【００７５】
（通信形態）
　また、警報器の連動に係る通信は無線によるものでなくても良く、有線通信によっても
、また有線と無線を適宜混在させるものであっても良い。
【００７６】
（住宅以外の用途）
　また、上記の実施形態は住宅用に限らずビルやオフィス用など各種用途の異状の監視に
も適用できる。
【００７７】
（その他）
　上記の実施形態においては、後期になるにつれて各機能を停止していくようにしている
が、これに限らず、各機能の実行タイミングを変化させるようにしてもよい。例えば、点
検機能の点検間隔を長くしたり、無線連動の定期通報機能の間隔を長くすることで、電池
寿命を長くするようにしてもよい。
【００７８】
　ローバッテリー障害時の警報間隔を後期になるほど長くするようにしてもよい。
【００７９】
　また本発明は上記の実施形態に限定されず、その目的と利点を損なうことのない適宜の
変形を含み、更に上記の実施形態に示した数値による限定は受けない。
【符号の説明】
【００８０】
１０：警報器
１２：警報制御部
１４：無線通信部
１６：アンテナ
１８：移報部
２０：センサ部
２２：報知部
２４：操作部
２６：電池電源
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